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●総合流域防災協議会

国と地方が連携して災害防止を推進するため原則として流域単位で協議会を設置
協議会では各圏域において水害・土砂災害に対する整備状況等を踏まえ、当面の課題や
整備内容の調整・整理を実施

淀川水系では以下の圏域に協議会が設置

（滋賀県）
・東近江、湖東、湖北、湖西
・大津、信楽
・甲賀、湖南

（京都府）
・桂川
・宇治、木津川

（大阪府）
・猪名川
・淀川

（兵庫県）
・阪神淡路

（奈良県、三重県）
・木津川

【平成１８年３月２２日版】
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●猪名川圏域総合流域防災会議

猪名川圏域（兵庫県は阪神淡路圏域の一部）については、平成１７年４月に近畿地方整備
局、大阪府、兵庫県で設立。

国と大阪府、兵庫県が管理している河川について、計画に対しどの程度整備が進んでいる
かを示した河川整備状況図を公表。

※河川整備状況図とは

・流域内の国と都道府県管理の河川おいて、認識を共有し連携を図るための情報である、河川毎の現在の整備
目標に対する整備水準を示した図です。

・評価の方法は、整備目標規模と、当面の目標に対して、整備ができているかを区分しており、整備目標を満足
する箇所は「青」、当面の目標を満足する箇所は「黄」、それに満たない場合は「赤」で表しております。なお、評
価できるデータのない箇所については、未表示となっています。

猪名川圏域河川整備状況図

【平成１８年３月２２日版】


